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メーターボックスの
上には、物を置かな

いようにしてください。
1メーターボックスの

中は、いつもきれい
にしておいてください。
2家の増改築などで、水

道メーターが屋内や床
下になる場合は、検針がしや
すい場所へ移してください。

3犬は出入口や水道
メーターから離れた

場所につないでおいてくだ
さい。

4

●●●●● 水道メーター検針にご協力を ●●●●●
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く ら し の 情 報
　

年
金
を
支
え
る
力
と
給
付
の
バ
ラ

ン
ス
を
と
る
た
め
に
、
国
民
年
金
保

険
料
は
前
年
度
と
比
べ
１
０
０
円
程

度
引
き
上
げ
ら
れ
月
額
１
６
、４
１

０
円
と
な
り
ま
す
。
保
険
料
は
一
人

当
た
り
の
賃
金
の
伸
び
率
・
物
価
に

応
じ
改
定
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

町
民
課　

保
険
・
年
金
担

当　

☎
６２

−

２
１
５
４

　

社
会
保
険
や
共
済
な
ど
の
健
康
保

険
の
資
格
が
な
く
な
り
国
保
に
加
入

す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
１４
日
以

内
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。
国
保
に

加
入
す
る
と
き
は
、
前
の
保
険
の
喪

失
日
が
わ
か
る
証
明
書
と
印
鑑
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
に
加
入
し
て
、

国
保
を
脱
退
す
る
と
き
も
届
け
出
が

必
要
で
す
。
届
け
出
が
な
い
と
、
保

険
に
二
重
加
入
し
て
い
る
こ
と
と
な

り
、
被
保
険
者
が
保
険
税
を
二
重
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
社
会
保

険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
新
し
い
社

会
保
険
の
保
険
証
・
国
保
の
保
険
証

と
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

町
民
課　

保
険
・
年
金
担

当　

☎
６２

−

２
１
５
４

　

２０
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
学
生
で
あ

っ
て
も
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険

料
を
納
め
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。
し

か
し
、
経
済
的
に
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
保
険
料
を

後
払
い
に
で
き
る
「
学
生
納
付
特

例
」
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
請
手
続
き
に
つ
い
て

　

次
の
必
要
書
類
等
を
ご
準
備
の

上
、
町
民
課
ま
た
は
お
近
く
の
年
金

事
務
所
に
て
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

①
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

②
年
金
手
帳
（
初
め
て
国
民
年
金
に

加
入
す
る
方
で
、
加
入
の
届
出
と

一
緒
に
申
請
す
る
場
合
は
不
要
）

③
認
印（
本
人
署
名
の
場
合
は
不
要
）

④
会
社
を
退
職
し
学
生
と
な
っ
た
方

は
次
の
い
ず
れ
か
を
添
付
。

•
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

•
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

•
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
確

認
通
知
書

申
請
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト

申
請
期
間
及
び
承
認
期
間

•
申
請
は
年
度
ご
と
に
必
要

•
申
請
及
び
承
認
期
間
は
、
４
月

（
ま
た
は
２０
歳
の
誕
生
月
）
か
ら

翌
年
３
月
ま
で

継
続
申
請

　

引
き
続
き
同
一
の
学
校
に
在
学
す

　

平
成
３１
年
度
か
ら
初
め
て
口
座
振

替
に
よ
る
前
納
申
し
出
を
さ
れ
た
場

合
、
シ
ス
テ
ム
処
理
の
時
期
に
よ 

っ
て
、
現
金
で
納
め
る
納
付
書
が 

届
い
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

前
納
保
険
料
が
口
座
振
替
さ
れ
る

前
に
現
金
で
納
付
し
た
場
合
は
、
現

金
納
付
が
優
先
さ
れ
、
口
座
振
替
に

よ
る
前
納
割
引
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
分
の
還
付
手
続

き
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
日
本
年
金

機
構
よ
り
案
内
が
届
き
ま
す
。

問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
９

−

２
４
２

−

２
６
５
７

４
月
か
ら
国
民
年
金
保

険
料
額
が
変
わ
り
ま
す

町民課

保
険
が
変
わ
っ
た
ら

速
や
か
に
届
け
出
を

町民課

国
民
年
金
保
険
料
を

後
払
い
で
き
る

学
生
納
付
特
例
制
度

川越年金事務所

保
険
料
の
二
重
納
付
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

川越年金事務所

納付 学生納付特例 未納

障害基礎年金・
遺族基礎年金

（受給資格期間）

○
入ります

○
入ります

×
入りません

老
齢
基
礎
年
金

受　　給
資格期間

○
入ります

○
入ります

×
入りません

年金額に
算　　入

○
されます

×
されません

×
されません

　

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
は
、
偶
数

月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
１０
月
・

１２
月
・
２
月
）に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

メ
ー
タ
ー
検
針
作
業
を
円
滑
に
行

う
た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
水
道
を
ご
使
用
に
な
っ
て
い
な
い

場
合
で
も
検
針
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
に

ご
協
力
を

上下水道課問
合
せ　

上
下
水
道
課　

管
理
担
当

　

☎
６２

−

０
７
２
８

　

４
月
１
日
よ
り
、
１
号
被
保
険
者

で
平
成
３１
年
２
月
以
降
に
出
産
も
し

く
は
出
産
予
定
の
方
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
に
な
り
ま
す
。
対
象
の

方
は
、
母
子
手
帳
等
出
産
予
定
日
の

確
認
で
き
る
も
の
を
ご
持
参
の
う

え
、
町
民
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

町
民
課　

保
険
・
年
金
担

当　

☎
６２

−

２
１
５
４

産
前
産
後
期
間
の
免
除
申
請

の
受
付
を
開
始
し
ま
し
た

町民課

問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
９

−

２
４
２

−

２
６
５
７

る
方
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
ハ
ガ

キ
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
、
返
送
す

る
こ
と
で
申
請
が
行
え
ま
す
。

※
在
学
す
る
学
校
等
が
変
わ
っ
た
方

は
、
改
め
て
窓
口
に
て
申
請
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

※
前
年
度
の
申
請
時
期
に
よ
っ
て

は
、
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
が
送
付

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
も
改
め
て
窓
口
に
て
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

学
生
納
付
特
例
期
間
の
年
金
受
給
資

格
と
年
金
額
算
入
の
取
り
扱
い

　
「
納
付
」と「
学
生
納
付
特
例
」
と

「
未
納
」
は
次
の
様
に
違
い
ま
す
。


